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7 2018（平成30年）

国　税／�6月分源泉所得税の納付� 7月10日
国　税／�納期の特例を受けた源泉所得税（1月〜6月

分）の納付� 7月10日
国　税／�所得税予定納税額の減額承認申請�7月17日
国　税／�所得税予定納税額第1期分の納付� 7月31日
国　税／�5月決算法人の確定申告（法人税・消費税

等）、11月決算法人の中間申告� 7月31日
国　税／�8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）� 7月31日
地方税／�固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

� 市町村の条例で定める日
労　務／�社会保険の報酬月額算定基礎届� 7月10日
労　務／�労働保険料（概算・確定）申告書の提出・（全

期・１期分）の納付� 7月10日
労　務／�障害者・高齢者雇用状況報告� 7月17日
労　務／�労働者死傷病報告（4月〜6月分）� 7月31日

　全国どこでも法的トラブルの解決に必要な
情報やサービスが受けられるよう、総合法律
支援法に基づき平成18年４月に設立された法
務省所管の法人。正式名称は日本司法支援セ
ンター。今年１月からは、新たに認知機能が
十分でない者及びDV、ストーカー被害者へ
の法律相談等が業務に追加されました。

ワンポイント 法テラス

7 月 の 税 務 と 労 務7月 （文月）JULY

16日・海の日
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７月号─2

　

従
来
「
職
場
意
識
改
善
助
成
金
」

と
し
て
支
給
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、

平
成
三
十
年
四
月
か
ら
「
時
間
外
労

働
等
改
善
助
成
金
」
に
改
称
さ
れ
、

内
容
の
拡
充
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
助
成
金
は
、
時
間
外
労
働
の

上
限
規
制
等
に
円
滑
に
対
応
す
る
た

め
、
生
産
性
を
高
め
な
が
ら
労
働
時

間
の
短
縮
等
に
取
り
組
む
中
小
事
業

主
に
対
し
て
助
成
さ
れ
る
も
の
で
、

五
つ
の
コ
ー
ス
に
細
分
化
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
各
コ
ー
ス
の
概
要
を

見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

一
　
時
間
外
労
働
上
限
設
定
コ
ー
ス

㈠
　
コ
ー
ス
概
要

　

時
間
外
労
働
の
上
限
設
定
を
行
う

こ
と
を
目
的
と
し
て
所
定
の
取
組
を

実
施
し
、
改
善
の
成
果
を
上
げ
た
事

業
主
に
対
し
て
、
そ
の
経
費
の
一
部

を
助
成
す
る
も
の
で
す
。

　

取
組
例
を
挙
げ
ま
す
。

・　

労
務
管
理
担
当
者
に
対
す
る
研

修
・　

労
働
者
に
対
す
る
研
修
、
周
知
、

啓
発

・　

外
部
専
門
家
に
よ
る
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ

・　

就
業
規
則
等
の
作
成
（
時
間
外
・

休
日
労
働
に
関
す
る
規
定
の
整
備

な
ど
）

・　

労
務
管
理
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の

導
入　

な
ど

㈡
　
成
果
目
標
の
設
定

　

次
の
成
果
目
標
の
達
成
を
目
指
し

て
実
施
し
ま
す
。

《
成
果
目
標
》

　

事
業
実
施
計
画
で
指
定
し
た
全
て

の
事
業
場
に
お
い
て
、
三
六
協
定
に

よ
り
延
長
す
る
労
働
時
間
数
を
短
縮

し
、
以
下
の
い
ず
れ
か
の
上
限
を
設

定
し
た
も
の
を
、
労
働
基
準
監
督
署

に
届
け
出
ま
す
。

①　

時
間
外
労
働
時
間
数
で
月
四
十

五
時
間
以
下
、
か
つ
、
年
間
三
百

六
十
時
間
以
下

②　

時
間
外
労
働
時
間
数
で
月
四
十

五
時
間
を
超
え
月
六
十
時
間
以
下
、

か
つ
、
年
間
七
百
二
十
時
間
以
下

③　

時
間
外
労
働
時
間
数
で
月
六
十

時
間
を
超
え
、
時
間
外
労
働
時
間

数
お
よ
び
法
定
休
日
に
お
け
る
労

働
時
間
数
の
合
計
で
月
八
十
時
間

以
下
、
か
つ
、
時
間
外
労
働
時
間

数
で
年
間
七
百
二
十
時
間
以
下

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
成
果
目
標
に
加

え
て
、
週
休
二
日
制
の
導
入
に
向
け

て
、
四
週
当
た
り
五
日
か
ら
八
日
以

上
の
範
囲
内
で
休
日
を
増
加
さ
せ
る

こ
と
を
成
果
目
標
に
加
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

㈢
　
助
成
額

　

次
の
い
ず
れ
か
の
う
ち
低
い
額
が

助
成
さ
れ
ま
す
。

①　

一
企
業
当
た
り
上
限
二
百
万
円

②　

上
限
設
定
の
上
限
額
（
事
業
実

施
前
の
時
間
外
労
働
時
間
数
等
お

よ
び
設
定
し
た
成
果
目
標
に
応
じ
、

五
十
万
円
か
ら
百
五
十
万
円
）
お

よ
び
休
日
加
算
額
（
休
日
増
加
数

に
応
じ
、
二
十
五
万
円
か
ら
百
万

円
）
の
合
計
額

③　

対
象
経
費
の
合
計
額
×
補
助
率

四
分
の
三
（
ま
た
は
五
分
の
四
）

二
　
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
導
入
コ

ー
ス

㈠
　
コ
ー
ス
概
要

　

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
注
制
度
を

導
入
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
所

定
の
取
組
を
実
施
し
、
改
善
の
成
果

を
上
げ
た
事
業
主
に
対
し
て
、
そ
の

経
費
の
一
部
を
助
成
す
る
も
の
で
す
。

当
コ
ー
ス
も
前
述
の
「
一　

時
間
外

労
働
上
限
設
定
コ
ー
ス
」
と
同
様
の

取
組
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
一
つ
以
上

を
実
施
し
ま
す
。

注　

本
助
成
金
で
い
う
「
勤
務
間
イ

ン
タ
ー
バ
ル
」
と
は
、
休
息
時
間

数
を
問
わ
ず
、
就
業
規
則
等
に
お

い
て
「
終
業
か
ら
次
の
始
業
ま
で

の
休
息
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
を

定
め
て
い
る
も
の
」を
指
し
ま
す
。

㈡
　
成
果
目
標
の
設
定

　

事
業
主
が
事
業
実
施
計
画
で
指
定

し
た
す
べ
て
の
事
業
場
に
お
い
て
、

休
息
時
間
数
が
「
九
時
間
以
上
十
一

時
間
未
満
」
ま
た
は
「
十
一
時
間
以

上
」
の
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
導

入
す
る
こ
と
を「
成
果
目
標
」と
し
、

そ
の
達
成
を
目
指
し
て
実
施
し
ま
す
。

㈢
　
助
成
額

　

対
象
経
費
の
合
計
額
に
補
助
率
四

分
の
三
（
ま
た
は
五
分
の
四
）
を
乗

じ
た
額
（
休
息
時
間
数
お
よ
び
取
組

内
容
に
応
じ
、
二
十
万
円
か
ら
五
十

万
円
の
上
限
額
あ
り
）
が
助
成
さ
れ

ま
す
。

三
　
職
場
意
識
改
善
コ
ー
ス

㈠
　
コ
ー
ス
概
要

　

所
定
外
労
働
時
間
の
削
減
、
年
次

時
間
外
労
働
等

改
善
助
成
金



3─７月号

有
給
休
暇
取
得
促
進
に
取
り
組
む
こ

と
等
を
目
的
と
し
て
、
所
定
の
取
組

を
実
施
し
、
改
善
の
成
果
を
上
げ
た

事
業
主
に
対
し
て
、
そ
の
経
費
の
一

部
を
助
成
す
る
も
の
で
す
。

　

当
コ
ー
ス
も
前
述
の
「
一　

時
間

外
労
働
上
限
設
定
コ
ー
ス
」
と
同
様

の
取
組
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
一
つ
以

上
を
実
施
し
ま
す
。

㈡
　
成
果
目
標
の
設
定

　
「
成
果
目
標
」
の
達
成
を
目
指
し
て

実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ

こ
で
は
目
標
設
定
の
一
部
を
掲
載
し

ま
す
。

①　

年
次
有
給
休
暇
の
取
得
促
進

　
　

労
働
者
の
年
次
有
給
休
暇
の
年

間
平
均
取
得
日
数
を
四
日
以
上
増

加
さ
せ
る

②　

所
定
外
労
働
の
削
減

　
　

労
働
者
の
月
間
平
均
所
定
外
労

働
時
間
数
を
五
時
間
以
上
削
減
さ

せ
る

㈢
　
助
成
額

　

次
の
ど
ち
ら
か
低
い
方
の
額
と
さ

れ
ま
す
。

①　

対
象
経
費
の
合
計
額
×
補
助
率

（
目
標
の
内
容
と
達
成
状
況
に
応

じ
、
二
分
の
一
か
ら
五
分
の
四
）

②　

一
企
業
当
た
り
上
限
額
（
目
標

の
内
容
と
達
成
状
況
に
応
じ
、

五
十
万
円
か
ら
百
五
十
万
円
）

四
　
団
体
推
進
コ
ー
ス

㈠
　
コ
ー
ス
概
要

　

三
社
以
上
で
組
織
す
る
中
小
企
業

の
事
業
主
団
体
に
お
い
て
、
傘
下
企

業
の
労
働
時
間
短
縮
や
賃
金
引
上
げ

に
向
け
た
生
産
性
向
上
に
資
す
る
取

組
に
対
し
て
、
そ
の
経
費
を
助
成
す

る
も
の
で
す
。
市
場
調
査
の
事
業
、

新
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
開
発
・
実
験
の

事
業
な
ど
対
象
と
な
る
取
組
が
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

㈡
　
成
果
目
標
の
設
定

　
「
事
業
主
団
体
等
が
事
業
実
施
計

画
で
定
め
る
時
間
外
労
働
の
削
減
又

は
賃
金
引
上
げ
に
向
け
た
改
善
事
業

の
取
組
を
行
い
、
構
成
事
業
主
の
二

分
の
一
以
上
に
対
し
て
そ
の
取
組
又

は
取
組
結
果
を
活
用
す
る
こ
と
。」

を
成
果
目
標
と
し
、
そ
の
達
成
を
目

指
し
て
実
施
し
ま
す
。

㈢
　
助
成
額

　

次
の
い
ず
れ
か
の
う
ち
低
い
額
が

助
成
さ
れ
ま
す
。

①　

対
象
経
費
の
合
計
額
（
支
給
対

象
と
な
る
取
組
ご
と
に
上
限
額
の

定
め
あ
り
）

②　

総
事
業
費
か
ら
収
入
額
を
控
除

し
た
額
（
例　

試
作
品
を
試
験
的

に
販
売
し
、
収
入
が
発
生
す
る
場

合
な
ど
）

③　

上
限
額
五
百
万
円
（
一
定
要
件

に
該
当
す
る
と
き
は
、一
千
万
円
）

五
　
テ
レ
ワ
ー
ク
コ
ー
ス

㈠
　
コ
ー
ス
概
要

　

在
宅
ま
た
は
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ

ス
に
お
い
て
就
業
す
る
テ
レ
ワ
ー
ク

に
取
り
組
む
中
小
企
業
事
業
主
に
対

し
て
、
そ
の
経
費
を
助
成
す
る
も
の

で
す
。
テ
レ
ワ
ー
ク
用
通
信
機
器
の

導
入
・
運
用
、
保
守
サ
ポ
ー
ト
の
導

入
、
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
、

就
業
規
則
・
労
使
協
定
等
の
作
成
・

変
更
な
ど
対
象
と
な
る
取
組
が
定
め

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
い
ず
れ
か

一
つ
以
上
を
実
施
し
ま
す
。

㈡
　
成
果
目
標
の
設
定

　

以
下
の
成
果
目
標
を
達
成
す
る
こ

と
を
目
指
し
て
取
組
を
実
施
し
ま
す
。

①　

評
価
期
間
に
一
回
以
上
、
対
象

労
働
者
全
員
に
、
在
宅
又
は
サ
テ

ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
に
お
い
て
就
業

す
る
テ
レ
ワ
ー
ク
を
実
施
さ
せ
る
。

②　

評
価
期
間
に
お
い
て
、
対
象
労

働
者
が
在
宅
又
は
サ
テ
ラ
イ
ト
オ

フ
ィ
ス
に
お
い
て
テ
レ
ワ
ー
ク
を

実
施
し
た
日
数
の
週
間
平
均
を
、

一
日
以
上
と
す
る
。

③　

年
次
有
給
休
暇
の
取
得
促
進
に

つ
い
て
、
労
働
者
の
年
次
有
給
休

暇
の
年
間
平
均
取
得
日
数
を
前
年

と
比
較
し
て
四
日
以
上
増
加
さ
せ

る
。
又
は
所
定
外
労
働
の
削
減
に

つ
い
て
、
労
働
者
の
月
間
平
均
所

定
外
労
働
時
間
数
を
前
年
と
比
較

し
て
五
時
間
以
上
削
減
さ
せ
る
。

㈢
　
助
成
額

　

支
給
対
象
と
な
る
取
組
の
実
施
に

要
し
た
経
費
の
一
部
が
、
目
標
達
成

状
況
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
経
費
の
合
計
額
に
補
助
率（
達

成
の
場
合
は
四
分
の
三
、
未
達
成
は

二
分
の
一
）を
乗
じ
て
算
出
し
ま
す
。

　

ま
た
、
対
象
労
働
者
一
人
あ
た
り

の
上
限
額
（
達
成
状
況
に
応
じ
、
十

万
円
ま
た
は
二
十
万
円
）
と
一
企
業

あ
た
り
の
上
限
額
（
達
成
状
況
に
応

じ
、
百
万
円
ま
た
は
百
五
十
万
円
）

も
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

六
　
申
請
期
限
等

　

各
コ
ー
ス
に
よ
り
申
請
受
付
締
切

日
が
異
な
る
点
に
注
意
を
要
し
ま
す

（
例　

団
体
推
進
コ
ー
ス
で
は
、
平
成

三
十
年
八
月
三
十
一
日
必
着
）。
締

切
日
の
ほ
か
、
対
象
と
な
る
中
小
事

業
主
の
範
囲
、
要
件
、
支
給
額
の
詳

細
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
・
労
働
局
等
に
備
え
付
け
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
等
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。



７月号─4

　平成30年５月以降、雇用保険手続きの
際にマイナンバー（個人番号）の記載・添
付がない届出等については返戻され、記載・
添付のうえで再提出をすることとされまし
た。
　マイナンバーの記載が必要とされる届出
等は、以下のとおりです。
①　雇用保険被保険者資格取得届
②　雇用保険被保険者資格喪失届
③　高年齢雇用継続給付支給申請（初回）
④　育児休業給付支給申請（初回）
⑤　介護休業給付支給申請
　また、ハローワークにマイナンバーを未
届の者が以下の届出等を行うときは、個人
番号登録・変更届の添付が必要です。
⑥　雇用保険被保険者転勤届
⑦　雇用継続交流採用終了届
⑧　高年齢雇用継続給付支給申請（２回目

以降）
⑨　育児休業給付支給申請（２回目以降）
〈既にマイナンバーを届け出ている場合〉
　個人番号記載欄がある届出等（前記①～
⑤）については、届出等の都度マイナンバ
ーの記載が必要ですが、既にマイナンバー
を届け出ている場合には、各届出等の欄外
等に「マイナンバー届出済」と記載し、マ
イナンバーの記載を省略することが可能で
す。
〈マイナンバーの提供を拒否された場合の
取扱い〉
　仮にマイナンバーの提供を拒否された場
合には、その旨を申し出ることで届出は受
理されます（個人番号の記載がないことを
もって、雇用保険手続の届出が受理されな
いということはありません）。
　なお、電子申請による届出等の場合は各
届出等の備考欄（資格喪失届は備考欄がな
いため、社会保険労務士欄の直下のスペー
ス）に「本人事由によりマイナンバー届出
不可」の記載をして届出をします。

雇用保険手続き時の� �
　　　　マイナンバー記載

　育児・介護休業法では、育児休業や介護
休業を取得できる有期契約労働者の範囲が
定められています。
　平成29年に取得要件の緩和が行われ、
申出時点において次の①②の両方を満たす
者は休業を申し出ることができます。
〈育児休業〉
①　同一の事業主に引き続き１年以上雇用
されている。
②　子が１歳６か月に達する日までに、労
働契約（更新される場合には、更新後の
契約）の期間満了が明らかでない。

〈介護休業〉
①　同一の事業主に引き続き１年以上雇用
されている。
②　介護休業開始予定日から93日を経過
する日から６か月を経過する日までに、
労働契約（更新される場合には、更新後
の契約）の期間満了が明らかでない。

有期契約労働者の� �
　　　　　　育児・介護休業
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